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施策2－ 1　子育て支援の推進

　近年､ 宅地開発に伴う子育て世帯の転入が進み､ 核家族化や､ 地域のつながりが希薄になる中、
子育てへの不安や悩みは多様化しています｡ そのため､子育て世代包括支援センター（保健センター
内）､ 子育て支援センター（総合福祉センター ｢希望の家｣ 内）などで､ 妊娠期からの継続的な支
援を行い､ 子育て期の不安や負担の軽減に努めています｡
　また､ 子育てのストレスは､ 児童虐待につながるおそれがあることから児童相談所､ 警察などの
関係機関との連携を図っています｡
　現在､ 町内には､ 保育園 3か所､ 認定こども園 1か所､ 小規模保育事業所 2か所､ 幼稚園 2
か所があり､ 待機児童はいない状況が続いていますが､ 入所待ち児童は一定数存在している状況
となっていることから多様な保育サービスの充実が求められています｡
　今後とも､ 保護者のニーズに対応するため､ 子育て期での切れ目のない支援と関係機関の情報
共有､ 連携強化に努める必要があります｡

　妊娠期から子育て期まで切れ目のない継続した相談支援体制を整備し､ 安心して子どもを産み育
てることができるまちを目指します｡
　また､ 多様な子育て支援のニーズに対応するため､ 保育サービスや子育て支援サービスの充実
を図ります｡

（1）相談支援体制の強化
妊娠期から子育て期まで切れ目のない子育て支援の充実を図るため､ 子育て世代包括支援セン

ターと子ども家庭総合支援拠点を統合し､ 子どもの包括的な相談支援などを行う ｢こども家庭セン
ター｣ の設置に努めます｡
　また､ ヤングケアラー支援など子ども家庭福祉の増進を図るため､ 子ども応援本部との連携強化
を図ります｡

（2）保育サービスの充実
仕事と育児の両立や育児負担の軽減など､ さまざまな保育ニーズに対応するため､ 保育サービス

の定員を確保し､ 一時保育や障害児保育､ 病児 ･病後児保育などを充実します｡
　また､ 医療的ケア児の受け入れができる体制を整えます｡

（3）子どもの遊び場の充実
　乳幼児や児童が安心して遊ぶことができるよう､ 主な公共施設に遊び場のスペースを設置し､ 子
育て世代の交流を促進します｡
　また､ 放課後児童の健全育成を図るため､ 保護者のニーズに応じた児童クラブの運営に努めます｡

（4）民間活力を活かした居場所の確保
　子育て支援団体やNPO法人､ 地域団体と協働し､ 子どもの居場所づくりや学習支援､ 子ども食
堂などの支援に努めます｡

事業名 説明

こども家庭センター事業
全ての妊産婦､ 子育て世帯､ 子どもへ一体的に相談支援を行う機能を有
する ｢こども家庭センター｣ を設置し､ 関係機関との連携を図り、子育
て支援を行います｡

ヤングケアラー支援事業 本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的にして
いる子どもの相談支援を行います｡

保育所運営事業 保育ニーズを踏まえ､ 保育所や病児 ･病後児保育所の設置に努めます｡

医療的ケア児支援事業 こども家庭センターや子ども応援本部､ 医療的ケア児コーディネーター
などが連携し､ 入園や入学の相談支援を行います｡

子どもの居場所確保事業 公共施設や民間施設で､ 児童や保護者が身近な地域で遊びや交流などが
できる居場所を確保します｡

■主な事業

指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

認可保育園の利用定員数 4月 1日現在の定員数 836人 1,020人 1,020人

公共施設での子どもの遊
び場数（屋外施設除く） 4月 1日現在の遊び場数 3か所 5か所 5か所

民間施設での子どもの居
場所数 4月 1日現在の居場所数 2か所 4か所 6か所

支援者連携会議の開催
回数 年間の開催回数 12回 24回 24回

【働きながら､ 過剰な負
担を抱えることなく､ 子
育てをすることができて
いる】と感じている人の
割合

住民意識調査の結果（満
足している ･やや満足し
ている）による割合

16.6% ⤴ ⤴

■指標

■関連する個別計画
･ 大治町子ども･子育て支援事業計画

共育
～子どもをすくすく育てるまち～
子育て支援・教育

基本目標2

現状と課題

10年後に向けた方針

施策の展開 ⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴ ⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴⤴

施策の項目
基本構想の施策の体系で掲げてい
る施策の大綱を示しています。

SDGsアイコン
施策の内容が SDGs の 17 の目標
のうちのどれに該当するか示してい
ます。

現状と課題
施策に関するこれまでの取組を整
理し、今後に向けた課題を示して
います。

10年後に向けた取組
施策に取り組むことで目指す、10
年後［2032（令和 14）年］の姿
を示しています。

施策の展開
課題に対して、基本計画で取り組
む施策の方向性を示しています。
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　近年､ 宅地開発に伴う子育て世帯の転入が進み､ 核家族化や､ 地域のつながりが希薄になる中、
子育てへの不安や悩みは多様化しています｡ そのため､子育て世代包括支援センター（保健センター
内）､ 子育て支援センター（総合福祉センター ｢希望の家｣ 内）などで､ 妊娠期からの継続的な支
援を行い､ 子育て期の不安や負担の軽減に努めています｡
　また､ 子育てのストレスは､ 児童虐待につながるおそれがあることから児童相談所､ 警察などの
関係機関との連携を図っています｡
　現在､ 町内には､ 保育園 3か所､ 認定こども園 1か所､ 小規模保育事業所 2か所､ 幼稚園 2
か所があり､ 待機児童はいない状況が続いていますが､ 入所待ち児童は一定数存在している状況
となっていることから多様な保育サービスの充実が求められています｡
　今後とも､ 保護者のニーズに対応するため､ 子育て期での切れ目のない支援と関係機関の情報
共有､ 連携強化に努める必要があります｡

　妊娠期から子育て期まで切れ目のない継続した相談支援体制を整備し､ 安心して子どもを産み育
てることができるまちを目指します｡
　また､ 多様な子育て支援のニーズに対応するため､ 保育サービスや子育て支援サービスの充実
を図ります｡

（1）相談支援体制の強化
　妊娠期から子育て期まで切れ目のない子育て支援の充実を図るため､ 子育て世代包括支援セン
ターと子ども家庭総合支援拠点を統合し､ 子どもの包括的な相談支援などを行う ｢こども家庭セン
ター｣ の設置に努めます｡
　また､ ヤングケアラー支援など子ども家庭福祉の増進を図るため､ 子ども応援本部との連携強化
を図ります｡

（2）保育サービスの充実
　仕事と育児の両立や育児負担の軽減など､ さまざまな保育ニーズに対応するため､ 保育サービス
の定員を確保し､ 一時保育や障害児保育､ 病児 ･病後児保育などを充実します｡
　また､ 医療的ケア児の受け入れができる体制を整えます｡

（3）子どもの遊び場の充実
乳幼児や児童が安心して遊ぶことができるよう､ 主な公共施設に遊び場のスペースを設置し､ 子

育て世代の交流を促進します｡
　また､ 放課後児童の健全育成を図るため､ 保護者のニーズに応じた児童クラブの運営に努めます｡

（4）民間活力を活かした居場所の確保
子育て支援団体やNPO法人､ 地域団体と協働し､ 子どもの居場所づくりや学習支援､ 子ども食

堂などの支援に努めます｡

事業名 説明

こども家庭センター事業
全ての妊産婦､ 子育て世帯､ 子どもへ一体的に相談支援を行う機能を有
する ｢こども家庭センター｣ を設置し､ 関係機関との連携を図り、子育
て支援を行います｡

ヤングケアラー支援事業 本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的にして
いる子どもの相談支援を行います｡

保育所運営事業 保育ニーズを踏まえ､ 保育所や病児 ･病後児保育所の設置に努めます｡
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■指標

■関連する個別計画
･ 大治町子ども･子育て支援事業計画

共育
～子どもをすくすく育てるまち～
子育て支援・教育
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現状と課題

10年後に向けた方針
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主な事業
施策の展開に対応する取組の具体
的なイメージを示すため、主な事
業を取り上げています。

関連する個別施策
施策に関連する個別計画等の名称
を示しています。

指標
施策の展開で示した取組について、
具体的な目標値を設定しています。

※指標名に【】とあるのは住民意
識調査による調査項目です。

※基準値は 2022（令和４）年度
時点、中間値は 2027（令和９）
年度時点、目標値は 2032（令和
14）年度時点の値としています。

※基準値が 2022（令和４）年度
ではない場合は、［］で示してい
ます。

※住民意識調査は、2020（令和 2）
年度に実施。

※中間値で「⤴」「⤵」とある場合
は、基準値よりもそれぞれ増加、
減少を示し、目標値で「⤴」「⤵」
とある場合は、中間値よりもそれ
ぞれ増加、減少を示しています。
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SDGs の概要2

　SDGs（持続可能な開発目標：Sustainable Development Goals）は、持続可能でよ
り良い社会の実現を 2030 年までに目指す世界共通の目標です。本計画では、施策ごとに
SDGs で定められている 17 の目標に分類し、持続可能なまちづくりを推進します。

SDGs の 17の目標
1．貧困をなくそう 10．人や国の不平等をなくそう

2．飢餓をゼロに 11．住み続けられるまちづくりを

3．すべての人に健康と福祉を 12．つくる責任つかう責任

4．質の高い教育をみんなに 13．気候変動に具体的な対策を

5．ジェンダー平等を実現しよう 14．海の豊かさを守ろう

6．安全な水とトイレを世界中に 15．陸の豊かさも守ろう

7．エネルギーをみんなにそしてクリーンに 16．平和と公正をすべての人に

8．働きがいも経済成長も 17．パートナーシップで目標を達成しよう

9．産業と技術革新の基盤をつくろう

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わら
せる。

各国内及び各国間の不平等を是正する。

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改
善を実現し、持続可能な農業を促進する。

包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持
続可能な都市及び人間居住を実現する。

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活
を確保し、福祉を促進する。

持続可能な生産消費形態を確保する。

すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い
教育を提供し、生涯学習の機会を促進する。

気候変動及びその影響を軽減するための緊
急対策を講じる。

ジェンダー平等を達成し、全ての女性及び女
児の能力強化を行う。

持続可能な開発のために海洋・海洋資源を
保全し、持続可能な形で利用する。

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続
可能な管理を確保する。

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用
の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化へ
の対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復
及び生物多様性の損失を阻止する。

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可
能な近代的エネルギーへのアクセスを確保す
る。

持続可能な開発のための平和で包摂的な社
会を促進し、全ての人々に司法へのアクセス
を提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で
説明責任のある包摂的な制度を構築する。

包摂的かつ持続可能な経済成長及び全ての
人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのあ
る人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）
を促進する。

持続可能な開発のための実施手段を強化し、
グローバル・パートナーシップを活性化する。

強靱（レジリエント）なインフラ構築、包
摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノ
ベーションの推進を図る。
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施策の体系3

大治町
デジタル田園都市構想

総合戦略
（人口減少対策に特化した重点施策）

基本目標5 共創
つどい考え、

未来へつなげるまち

基本目標4 共存
環境を思いやり

快適で活気があるまち

基本目標3 共助
支え合いながら
元気に暮らせるまち

基本目標2 共育
子どもをすくすく
育てるまち

基本目標1 共守
安全・安心を守るまち将

来
像
：つ
な
げ
よ
う
、広
げ
よ
う 
心
か
よ
う
ま
ち 

お
お
は
る

重点目標1　出産・子育てがしやすいまち
重点目標2　安全・安心な暮らしを守るまち
重点目標3　豊かな魅力にあふれるまち
重点目標4　一人ひとりが主役となって輝くまち
重点目標5　人の流れと安定した雇用をつくるまち
分野横断的重点目標（魅力発信・SDGs・資金確保）

施策5－1　住民参画・連携の促進
施策5－2　多様な住民社会の実現
施策5－3　開かれた町政運営の推進
施策5－4　透明性のある健全な行財政の運営

施策4－1　環境保全の推進
施策4－2　ごみの減量・リサイクルの推進
施策4－3　住環境の整備
施策4－4　道路の整備
施策4－5　河川の整備
施策4－6　産業の活性化

施策3－1　地域福祉の推進
施策3－2　保健・医療の充実
施策3－3　高齢者福祉の推進
施策3－4　障がい者福祉の推進
施策3－5　社会保障の充実
施策3－6　生涯学習の推進
施策3－7　スポーツ活動の推進

施策2－1　子育て支援の推進
施策2－2　学校教育の推進

施策1－1　防災対策の推進
施策1－2　防犯対策の推進
施策1－3　消防・救急体制の充実
施策1－4　交通安全の推進
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共守
〜安全・安心を守るまち〜
防災・防犯・消防・救急・交通安全

基本目標1

施策 1− 1　防災対策の推進

　近年､ 全国的に地震や水害などの自然災害といった住民生活を脅かす危機は頻発化 ･ 激甚化し､
多くの人命と財産が失われるなどの重大な事態が生じています｡
　本町では､ 防災に関する自助 ･ 共助 ･ 公助の理解を広げ､ 住民が平時から防災に対する心構え
を持てるよう意識啓発に努めるとともに､ 住民の生命と財産を守るために自主防災組織設立の支援
や備蓄資材の充実､ 災害協定の締結､ ハザードマップの更新 ･ 周知､ 砂子防災公園の整備などに
より､ 地域の防災力の向上に取り組んでいます｡
　大きな地震や異常気象による風水害の発生などが予測される中､ 今後も木造住宅の耐震化の促
進のほか､ 災害発生時や発生後に迅速かつ適切な対応を図れるよう､ 住民 ･ 民間企業 ･ 防災関係
団体と共に防災 ･ 減災対策を進める必要があります｡

　防災意識の向上や自主防災組織の設立など､ 自助 ･ 共助による地域の力を高め､ 町全体の防災
力をより強化することで､ 災害に強く､ 住民の暮らしを守れるまちを目指します｡
　災害に強いまちをつくり､ 災害にあっても被害を最小限に抑えるための体制の構築を図ります｡

（1）防災体制の強化
　多様な避難者にも対応できる備蓄資材の充実など避難支援体制の強化に努めるほか､ 一次避難
地 20 機能を備えた砂子防災公園の整備を進めます｡
　また､ さまざまな機関との災害協定・協力事業所の締結数を増やし､ 災害対応力の強化を図ります。

現状と課題

10年後に向けた方針

施策の展開

20　一次避難地：広域避難地に到達するまでの間に、避難の中継拠点を設け、避難に伴う不安や混乱を防ぎ、住民の避難
誘導、情報伝達、応急救護を行うとともに、火災による死亡の防止機能を果たすもの。
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（2）防災意識の醸成
　地域での自主防災組織の結成を働きかけるとともに､ 既存の組織への活動支援を継続します｡
　また､ 住民の防災意識向上のため､ 情報発信の強化や関係する団体と協力し､ ｢自助｣ ｢共助｣
の啓発に努めます｡

（3）耐震化の促進
　木造住宅の無料耐震診断や耐震補助制度により､ 耐震性が不十分な住宅を概ね解消することを
目指します。

（4）水害対策の強化
　水害を防ぐため､ 水路の改修や浚渫 21を計画的に実施します｡
　また､ 大雨時の家屋の浸水や道路の冠水対策のため､ 排水施設 ･ 排水機場の適切な維持管理や
排水ポンプの稼働に努めます｡

（5）関係機関との連携による防災
　大治町地域防災計画に基づき､ 国､ 県､ 消防､ 警察などの関係機関と連携し､ 防災訓練の実施
など､ 総合的な防災対策への体制づくりに努めます｡

事業名 説明

砂子防災公園整備事業 一次避難地機能を備えた都市公園の整備を進めます｡

備蓄食料など整備事業 計画的な備蓄に努めるほか､ 多様な避難者に対応可能な備蓄品の検討や
適切な管理 ･ 更新を行います｡

自主防災活動推進事業 災害への備えが機能するよう､ 自主防災組織の活性化を図ります｡ また､
次世代の防災を担う人材育成につなげるため､ 防災教育の充実を図ります｡

民間木造住宅耐震診断事業

民間住宅の耐震診断を促進するほか､ 耐震診断の結果､ 必要な住宅の除
却や改修を促進します｡民間木造住宅耐震改修費補助事業

民間木造住宅除却費補助事業

雨水排水対策事業
雨水排水能力の向上を図るため､ 相互に関係する河川施設や下水道施設､
土地改良施設などの整備 ･ 更新を一体的に検討する総合的な雨水排水計
画を策定し､ 取組を進めます｡

水防事業 消防団の水防技能向上への取組を進めます｡

災害対策本部運営事業 災害時の円滑な被災者支援ができるよう､ 災害対策本部運営に係る事業
を行います｡

防災訓練事業 防災意識の普及の場､ 関係機関との連携を図る場として､ 防災訓練を実
施します｡

■主な事業

21　浚渫（しゅんせつ）：川底の土砂やヘドロを取り除くこと。主に増水したときの川の水位を低下させる目的で行われる。
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指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

自主防災組織の地区カ
バー率

全地区のうち自主防災
組織が設立された地区
の割合

22.0% 32% 42%

災害協定 ･ 協力事業所の
締結数

4 月 1 日現在の協定 ･ 協
力締結数 55件 70件 90件

【防災対策の推進】に満
足と感じている人の割合

住民意識調査の結果（満
足している ･ やや満足し
ている）による割合

20.6% ⤴ ⤴

要配慮者利用施設におけ
る避難訓練の実施率

地域防災計画に記載の要
配慮者利用施設のうち避
難訓練を実施した施設の
割合

− 80% 100%

民間木造住宅の耐震化率 大治町耐震改修促進計画
による

94.2%
［2020（令和2）

年度］

95.0%
［2025（令和7）

年度］

耐震化が不十分な
住宅を概ね解消

［2030（令和12）
年度］

■指標

■関連する個別計画
･ 大治町地域防災計画
･ 大治町耐震改修促進計画
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施策1− 2　防犯対策の推進

　本町では､ 2010（平成 22）年に ｢安全なまちづくり条例｣ を制定し､ 安全なまちづくりに関す
る施策を進めてきました｡
　また､ 自主防犯団体も 12 団体［2022（令和 4）年 11 月現在］が活動しています｡
　近年､本町内での人口 1,000 人あたりの刑法犯認知件数は､ 2019（令和元）年 6.59 件､2020（令
和 2）年 5.42 件､ 2021（令和 3）年 5.25 件と減少傾向にあるものの､ 犯罪は多様化 ･ 複雑化し
ており､ 子どもや高齢者など社会的弱者を狙った不審者や犯罪は依然存在しています｡
　また､ 町内では自動車関連窃盗や自転車盗が多い傾向です｡
　住民の防犯意識の高揚､ 地域の自主的な防犯活動の充実を図るなど､ 犯罪が起こりにくい環境
を整備することにより､ 地域ぐるみで安全 ･ 安心に暮らせるまちづくりをさらに進める必要があります｡

　行政だけではなく、本町に関わる全ての人や事業者 ･ 団体で､ 犯罪のない安全で安心なまちを
目指します｡

事業名 説明

防犯対策事業 防犯意識の高揚､ 防犯対策への補助､ 自主防犯団体の支援､ 青色防犯パ
トロールを行います｡

■主な事業

指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

【防犯対策の推進】に満
足と感じている人の割合

住民意識調査の結果（満
足している ･ やや満足し
ている）による割合

25.0% ⤴ ⤴

町内の犯罪発生状況
本町内での人口 1,000
人あたりの刑法犯認知
件数

5.25件 ⤵ ⤵

■指標

（1）防犯意識の高揚
　自主防犯団体の設立や活動を支援するとともに､ 警察など関係機関との連携を強化し､ また､ 防
犯情報を積極的に発信し､ 啓発することで､ 防犯意識の高揚を図ります｡

（2）防犯対策の推進
　防犯対策にかかる費用補助の拡充を検討するとともに､ 青色防犯パトロールを実施することで､
防犯対策を促し､ 防犯環境の充実を図ります｡

現状と課題

10年後に向けた方針

施策の展開
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施策1− 3　消防・救急体制の充実

　本町では､ 常備消防 ･ 救急体制を整えるため､ あま市と共に海部東部消防組合を組織しています｡
　非常備消防である消防団は 7 分団で構成されており､ 2022（令和 4）年 4 月 1 日時点の団員
数は定数に充足していません｡ これまでに積載車や救助資機材などの装備を更新 ･ 増強するととも
に､ 在勤者 ･ 町外在住者など幅広い人材が消防団に参加できるよう制度改正を行ってきました｡ そ
の一方で､ 積載車車庫や詰所､ 火の見やぐら､ 防火水槽などの消防団が使用する施設は､ 現状で
は各行政区で設置や管理をしています｡ しかし､ 本来は自治体が設置や管理をするものであるため、
今後の方向性を各行政区の自治会など関係者と検討を進めていく必要があります｡
　本町の火災件数は 2019（令和元）年 8 件､ 2020（令和 2）年 5 件､ 2021（令和 3）年 4 件
と毎年数件程度で推移しています｡ 2021（令和 3）年中の出火率 22は 1.2 であり､ 全国的にも減
少傾向となっていますが､ より低い水準を維持するよう防火意識の高揚を図り､ 火災予防と初期消
火に注力する必要があります｡
　今後､ 頻発化 ･ 激甚化する災害や､ 救急需要の増加､ 住民ニーズの多様化 ･ 高度化に対応する
ため､ 消防に関連する施設 ･ 資機材の整備や人材確保 ･ 育成など､ さらなる消防力の充実強化を
計画的に図っていくことが重要です｡ また､ 県や近隣自治体と連携しながら､ 広域的な消防体制の
充実を図っていく必要があります｡

　消防 ･ 救急体制が充実し､ 地域の消防力が高く､ 安全に安心して暮らせるまちを目指します｡

（1）海部東部消防組合の管理 ･運営
　海部東部消防組合が保有する消防関連施設や装備資機材の計画的導入 ･ 更新を促していきます。

（2）消防団の充実 ･強化
　大治町消防団条例に基づき組織した消防団の充実 ･ 強化に努めます｡ また､ 団員の人数と質の
確保のため､ 待遇の改善の検討や実践的な訓練の実施､ 機能別消防団員 23 など新たな体制の検
討､ 資機材の整備など､ より一層体制の充実を図ります｡

（3）消防施設の充実・強化
　消火栓や街頭消火器の設置､ 維持管理､ また､ 消防団の活動拠点となる施設の設置に補助し､
地域の消防力の強化に努めます｡

（4）防火意識の啓発
　消防団や女性消防クラブと連携し､ 防火意識の高揚のための啓発活動を進めます｡

22　出火率：人口 1 万人当たりの出火件数。2020（令和 2）年中の全国の出火率は 2.7、愛知県は 2.5［2021（令和 3）
年版消防白書］。

23　機能別消防団員：能力や事情に応じて特定の活動にのみ参加する消防団員。

現状と課題

10年後に向けた方針

施策の展開
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事業名 説明

海部東部消防組合負担金 海部東部消防組合の運営費用を負担します｡

消防団運営事業 消防団を組織し､ 管理 ･ 運営します｡

女性消防クラブ活動推進事業 女性消防クラブの活動を支援することで､ 防火意識の啓発を進めます｡

■主な事業

指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

【消防 ･ 救急体制の充実】
に満足と感じている人の
割合

住民意識調査の結果（満
足している ･ やや満足し
ている）による割合

35.6% ⤴ ⤴

出火率 人口 1 万人当たりの出
火件数

1.2件
［2021（令和3）年］ ⤵ ⤵

消防団員の定員の充足
割合

4 月 1 日現在の消防団員
定員数に対する充足割合 83.95% 100% 100%

■指標

大治町消防団出初式
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施策1− 4　交通安全の推進

　全国的に交通事故件数は減少傾向にあるものの､ 高齢者が関係する事故の割合が増加していま
す｡ 高齢ドライバーによる深刻な交通事故が課題となり､ 免許返納への意識が高まる中､ 道路を使
用する全ての人を対象にモラルの向上に努める必要があります｡
　本町では､ 関係機関や地域団体と連携しながら街頭での見守りや巡視活動､ 交通事故に遭わな
い力を身につける交通安全大学を開催するなどの取組を進めています｡

　交通安全対策の強化を図るために､ 関係機関や地域団体と連携しながら交通安全指導の実施や交
通安全教室を実施することで､ 子どもから高齢者まで各年齢層に応じた交通安全の啓発を進めます。

（1）交通安全意識の啓発
　イベントや広報紙などを通じて､ 交通マナーやルールを啓発し､ 意識の向上に努めます｡ また、
交通指導員による児童への交通安全指導や､ 高齢者への講習会を開催するなど､ 年齢層に応じた
交通安全教育を進めます｡

（2）交通安全環境の整備
　地域住民の意向を踏まえ､ カーブミラーや街路灯などの交通安全施設の整備を計画的に進めます｡

（3）関係機関や地域団体との連携
　関係機関や地域団体と連携しながら､ 効率的な交通安全活動を進めます｡

事業名 説明

交通安全対策事業 関係機関や地域団体と連携しながら交通安全に関する意識啓発や安全な
交通環境の維持を図ります｡

■主な事業

指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

【交通事故に遭いやすい
歩行者や自転車利用者な
どが､ 道路を安全に通行
できる】と感じている人
の割合

住民意識調査の結果（満
足している ･ やや満足し
ている）による割合

12.8% ⤴ ⤴

交通安全に関する啓発活
動件数 年間の活動件数 20件 20件 20件

■指標

■関連する個別計画
･ 大治町交通安全計画

現状と課題

10年後に向けた方針

施策の展開
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交通安全啓発活動
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施策2− 1　子育て支援の推進

　近年､ 宅地開発に伴う子育て世帯の転入が進み､ 核家族化や､ 地域のつながりが希薄になる中、
子育てへの不安や悩みは多様化しています｡ そのため､子育て世代包括支援センター（保健センター
内）､ 子育て支援センター（総合福祉センター ｢希望の家｣ 内）などで､ 妊娠期からの継続的な支
援を行い､ 子育て期の不安や負担の軽減に努めています｡
　また､ 子育てのストレスは､ 児童虐待につながるおそれがあることから児童相談所､ 警察などの
関係機関との連携を図っています｡
　現在､ 町内には､ 保育園 3 か所､ 認定こども園 1 か所､ 小規模保育事業所 2 か所､ 幼稚園 2
か所があり､ 待機児童はいない状況が続いていますが､ 入所待ち児童は一定数存在している状況
となっていることから多様な保育サービスの充実が求められています｡
　今後とも､ 保護者のニーズに対応するため､ 子育て期での切れ目のない支援と関係機関の情報
共有､ 連携強化に努める必要があります｡

　妊娠期から子育て期まで切れ目のない継続した相談支援体制を整備し､ 安心して子どもを産み育
てることができるまちを目指します｡
　また､ 多様な子育て支援のニーズに対応するため､ 保育サービスや子育て支援サービスの充実
を図ります｡

（1）相談支援体制の強化
　妊娠期から子育て期まで切れ目のない子育て支援の充実を図るため､ 子育て世代包括支援セン
ターと子ども家庭総合支援拠点を統合し､ 子どもの包括的な相談支援などを行う ｢こども家庭セン
ター｣ の設置に努めます｡
　また､ ヤングケアラー支援など子ども家庭福祉の増進を図るため､ 子ども応援本部との連携強化
を図ります｡

（2）保育サービスの充実
　仕事と育児の両立や育児負担の軽減など､ さまざまな保育ニーズに対応するため､ 保育サービス
の定員を確保し､ 一時保育や障害児保育､ 病児 ･ 病後児保育などを充実します｡
　また､ 医療的ケア児の受け入れができる体制を整えます｡

共育
〜子どもをすくすく育てるまち〜
子育て支援・教育

基本目標2

現状と課題

10年後に向けた方針

施策の展開
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（3）子どもの遊び場の充実
　乳幼児や児童が安心して遊ぶことができるよう､ 主な公共施設に遊び場のスペースを設置し､ 子
育て世代の交流を促進します｡
　また､ 放課後児童の健全育成を図るため､ 保護者のニーズに応じた児童クラブの運営に努めます｡

（4）民間活力を活かした居場所の確保
　子育て支援団体や NPO 法人､ 地域団体と協働し､ 子どもの居場所づくりや学習支援､ 子ども食
堂などの支援に努めます｡

事業名 説明

こども家庭センター事業
全ての妊産婦､ 子育て世帯､ 子どもへ一体的に相談支援を行う機能を有
する ｢こども家庭センター｣ を設置し､ 関係機関との連携を図り、子育
て支援を行います｡

ヤングケアラー支援事業 本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的にして
いる子どもの相談支援を行います｡

保育所運営事業 保育ニーズを踏まえ､ 保育所や病児 ･ 病後児保育所の設置に努めます｡

医療的ケア児支援事業 こども家庭センターや子ども応援本部､ 医療的ケア児コーディネーター
などが連携し､ 入園や入学の相談支援を行います｡

子どもの居場所確保事業 公共施設や民間施設で､ 児童や保護者が身近な地域で遊びや交流などが
できる居場所を確保します｡

■主な事業

指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

認可保育園の利用定員数 4 月 1 日現在の定員数 836人 1,020人 1,020人

公共施設での子どもの遊
び場数（屋外施設除く） 4 月 1 日現在の遊び場数 3か所 5か所 5か所

民間施設での子どもの居
場所数 4 月 1 日現在の居場所数 2か所 4か所 6か所

支援者連携会議の開催
回数 年間の開催回数 12回 24回 24回

【働きながら､ 過剰な負
担を抱えることなく､ 子
育てをすることができて
いる】と感じている人の
割合

住民意識調査の結果（満
足している ･ やや満足し
ている）による割合

16.6% ⤴ ⤴

■指標

■関連する個別計画
･ 大治町子ども ･ 子育て支援事業計画
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施策2− 2　学校教育の推進

　町内の 1 中学校と 3 小学校で 1 つの学校運営協議会を設置し､ 地域と学校の信頼関係をより深
め､ 地域とともにある学校づくりを進めており､ 将来的には､ 各学校での設置を目指しています｡
　また､ 就学前の子どもから中学生までの発達についての困りごとや不登校など幅広い教育相談は、
子ども応援本部を設置し､ 相談しやすい体制を構築して対応しています｡
　学校の施設や設備は､ 教室へのエアコンの設置､ 一人 1 台タブレットの導入や教材などの整備を
してきましたが､ 教育を効果的に進めるためには､ 今後さらに充実させることが必要です｡
　また､ 医療的ケア児の受け入れなど特別支援教育の充実､ 35 人学級の拡充や特別支援学級の
増加に伴う教室の整備､ 老朽化した校舎や体育館の長寿命化改良も計画的に行っていく必要があ
ります｡

　｢家庭 ･ 地域で育て､ 学校で伸ばし､ 社会で磨く｣ を基本理念とし､ 子どもたち一人ひとりに合
わせた個別最適な学習､ 子ども同士や地域の方など多様な人々と関わる協働的な学習ができるよう
教育環境を充実させていくほか､ 学校施設の整備を計画的に実施していきます｡

（1）学び合う教育の推進
　これからの子どもたちは､ めまぐるしく変化する社会で生きていくために､ 判断力や表現力を含
めた幅広い学力（確かな学力）が求められています｡ そこで､ タブレットなどの ICT 機器を活用し、
従来の自己完結の学習だけでなく､ 協働して課題に取り組むといった互いに学びあう授業展開を進
めます｡

（2）学校 ･家庭 ･地域の連携強化
　学校運営に関し､ 保護者や地域住民の意向を把握 ･ 反映しながらその協力を得ることができるよ
う､ 社会総掛かりでの教育を目指します｡ また､ いじめや不登校､ 暴力行為など問題行動の未然防
止や早期対応のため､ 子どもやその保護者に応じたきめ細かな指導や相談体制の充実に努めます｡
　また､ 通学路の安全を図るため､ 地域ボランティア団体などと連携して登下校の見守りを行うよ
う努めます｡

（3）学校施設 ･設備の整備
　35 人学級の拡充や特別支援学級の増加への対応に伴う教室の整備を行うとともに､ 老朽化に対
応するため､ 長寿命化改良や設備改修を進めます｡

現状と課題

10年後に向けた方針

施策の展開
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事業名 説明

ICT 活用推進事業 教員の ICT 活用指導力を上げるため､ ICT の研修会を実施します｡  

地域と共につくる学校運営
事業

学校の教育活動に保護者をはじめ地域住民の参画を促し､ 地域の声を取
り入れながら､ 学校運営を評価 ･ 改善していきます｡  

学校整備事業 35 人学級などへの対応と並行し､ 大治町学校施設長寿命化計画に基づき、
長寿命化改良工事や設備の改修を進めていきます｡

■主な事業

指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

【学校教育の推進】に満
足と感じている人の割合

住民意識調査の結果（満
足している ･ やや満足し
ている）による割合

23.9% ⤴ ⤴

教員の ICT 活用指導力

文部科学省による ｢学校
における教育の情報化の
実態等に関する調査｣で、
ICT の活用を ｢できる｣

「ややできる｣ と回答し
た教員の割合

62% ⤴ ⤴

学校運営協議会開催回数 年間の開催回数 2回 3回 3回

長寿命化改良工事完了の
小中学校施設数

長寿命化改良工事が完
了した施設数
※教室棟や体育施設全
13 施設

0施設 1施設 2施設

■指標

■関連する個別計画
･ 大治町教育大綱
･ 大治町学校施設長寿命化計画
･ 大治町いじめ防止基本方針
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施策3− 1　地域福祉の推進

　本町では､ 誰もが住み慣れた地域で安心してその人らしい自立した生活を送ることができるよう､
地域全体で支える仕組みづくりとして､ 社会福祉協議会､ 民生委員 ･ 児童委員などと連携し､ 高齢
者や障がい者などの相談支援､ 見守りやボランティア活動などの地域福祉活動を進めています｡
　今後､ 地域を取り巻く環境の変化に対応するとともに､ 複雑化する福祉課題や支援ニーズに対応
するため､ さらなる地域福祉活動を進める必要があります｡

　引き続き､ 関係機関との連携強化に努め､ さまざまな課題を抱える人々も含めて全ての住民が、
地域で自立した生活を送ることができるよう､ 相談者に寄り添った支援で福祉の増進を図り､ 地域
共生社会の実現を目指します｡

（1）地域福祉に向けた支援
　地域の実情を把握し､ 住民と行政とのパイプ役である民生委員 ･ 児童委員の福祉活動を支援す
るとともに､ 社会福祉協議会などの関係機関と連携 ･ 協力して､ 地域でサポートできる体制を整え
ます｡
　また､ 本町が作成した避難行動要支援者名簿を活用し､ 関係機関と連携して､ 災害に備えた要
支援者に関する情報の共有､ 災害時には災害や避難に関する情報の伝達､ 安否確認 ･ 避難誘導な
どの支援につなげていきます｡

（2）相談支援体制の充実
　住民に身近な存在である民生委員 ･ 児童委員や人権擁護委員､ 社会福祉協議会などと連携し､
人と人､ 人と社会がつながり合う ｢共助｣ の社会づくりへの取組の中で､ 住民の立場に立った相談
支援体制の充実を図ります｡
　また､ 支援の必要な人を発見し､ 必要な支援につなげる地域連携の仕組み（地域連携ネットワー
ク）を構築し､ その中核を担う機関としておおはる成年後見支援センターを位置付け､ 相談や支援
の機能強化に努め､ 認知症､ 知的障がい､ その他精神的な障がいがある方などの財産管理や日常
生活などを支えていきます｡

共助
〜支え合いながら元気に暮らせるまち〜
健康・福祉・生涯学習

基本目標3

現状と課題

10年後に向けた方針

施策の展開
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（3）移動困難者への支援
　町内の公共施設を中心としたルートを巡る福祉巡回バスの運行を通じ､ 高齢者をはじめとする住
民の交通手段を確保し､ 日常生活に必要な移動の機会の確保に努めます｡

（4）生活困窮者への相談支援
　関係機関 ･ 団体と連携し､ さまざまな事情により経済的に困窮している人の早期把握 ･ 早期対
応に努め､ 自立や生活再建への相談支援を進めます｡

事業名 説明

福祉巡回バス事業 住民の移動ニーズを把握し､ 自立した日常生活が送れるよう福祉巡回バ
スの利便性の向上を図ります｡

民生児童委員活動事業 地域社会で福祉サービスを必要とする住民と関係機関へのパイプ役であ
る民生児童委員の活動を支援します｡

人権擁護委員活動事業 人権相談の開設や特設相談を設けるなど､ 相談体制の充実を図ります｡

社会福祉協議会運営補助事業 社会福祉を目的とする事業を行う社会福祉協議会に助成します｡

避難行動要支援者支援事業 災害時での避難行動要支援者の要支援者避難支援プランを作成します｡

成年後見制度利用支援事業
判断能力が十分でない方であっても地域で安心して暮らすことができる
よう､ 成年後見制度の円滑な利用のため､ 社会福祉協議会と連携して支
援を行います｡

■主な事業

指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

福祉巡回バスの利用者数 年間の延べ利用者数
4,766人

［2021（令和3）
年度］

7,500人 10,000人

民生委員 ･ 児童委員数 12 月 1 日現在の委員数 35人 35人 35人

人権擁護委員数 4 月 1 日現在の委員数 4人 5人 6人

■指標

■関連する個別計画
･ 大治町成年後見制度利用促進基本計画
･ 大治町避難行動要支援者避難支援計画
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施策3− 2　保健・医療の充実

　近年､ 偏った食生活や運動不足などが要因で発症する生活習慣病が増加しており､ あらゆる世代
で日頃からの健康づくりが大切なため､ 本町では各ライフステージに沿った保健事業を進めています｡
　生活習慣病は､ 自覚症状がないまま進行する疾病も多いことから､ 若い時期からの健康管理や
健康への関心があまりない方への働きかけが必要となってきています｡

　健康上の問題で､ 日常生活が制限されることなく生活できるいわゆる ｢健康寿命｣ を延伸させ､
いきいきと暮らせるまちを目指し､ 若年層や健康への関心が薄い住民にも､ 健康への意欲や関心が
高まるよう働きかけます｡
　また､ これまで実施してきた保健事業を継続するとともに､ 生活習慣病の予防やがんの早期発見
への事業を進めるほか､ 健康についての情報発信や各種相談事業などの充実を図ります｡

（1）母子保健対策の推進
　母子の健康の保持 ･ 増進を図り､ 安心して子どもを産み育てることができるよう､ 母子手帳の交
付に始まり､ 妊婦健診や乳幼児健診で､ 疾病や育児の問題を早期に発見するなど､ 育児に関する
援助 ･ 助言を行います｡

（2）生涯を通じた健康づくりの推進
　住民の疾病予防､ 早期発見 ･ 治療のため､ 広報紙やホームページなどを活用しながら､ 健（検）
診の重要性や生活習慣の改善に理解を深めてもらうとともに､ 健（検）診の受診者数の増加に努め
ます｡
　また､ 医療 ･ 健診データを活用することにより､ 健康課題の分析や事業対象者を把握し､ 住民
が生涯を通じていきいきと暮らすことができるよう支援します｡

（3）栄養 ･食生活の充実
　適切な栄養 ･ 食生活は､ 健康に生活するために欠かすことができないものです｡
　生活習慣病やフレイル 24などを予防し､ 生涯にわたり健康を維持していくため､ 子どものころか
らの食育教育などを通じて良好な食生活を実践し､ 継続していくことができるよう支援します｡

（4）歯科保健対策の推進
　健康的な日常生活を営むには､ 歯と口腔の健康の保持 ･ 増進が重要なため､ 乳幼児期から高齢
期までそれぞれの時期で､ 歯科健診を実施するとともに、歯科疾患や口腔機能に関する知識の普
及啓発を進めます｡

24　フレイル：加齢とともに心身の活力（運動機能や認知機能など）が低下し、生活機能や心身が衰弱した状態。

現状と課題

10年後に向けた方針

施策の展開
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事業名 説明

母子保健事業 一人ひとりの状況を把握し､ 不安や悩みへの相談や助言を行うなど､ 妊
娠期から子育て期の方を継続的に支援します｡

がん検診事業 受診率向上のため､ がん検診の大切さを周知、啓発するとともに､ 受診
の機会を増やすため､ 幅広い検診実施機関の確保に努めます｡

栄養 ･ 食生活啓発事業
栄養士による栄養相談や健康づくり教室､ 子どものころからの食育教育
などを通じて､ 年齢に適した食事内容や摂取量に関する情報を提供する
とともに､ 正しい食習慣の啓発を行います｡

歯科保健事業 歯科健診や健康教育を通じて各ライフステージに合わせた指導や啓発を
行い､ 歯と口腔の健康の維持や向上を図ります｡

自殺対策推進事業

広報紙やホームページのほか､ リーフレットなどを活用し､ 自殺予防へ
の情報や相談窓口の周知､ 啓発を行います｡ また､ こころの悩み､ 健康
不安を抱える本人やその家族からの相談に応じるとともに､ 住民や職員
などに対して､ ゲートキーパー 25養成研修を実施します｡

■主な事業

指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

乳児健康診査（2 回目）
の受診率

生後 6 〜 10 か月頃の乳
児健康診査の受診率

23%
［2021（令和3）

年度］
50% 70%

大腸がん検診受診者数 年間の 40 歳以上の大腸
がん検診受診者数 1,760人 1,800人 1,840人

保護者による仕上げ磨き
がされている 1 歳 6 か
月児の割合

年間で 1 歳 6 か月児健
康診査の問診項目で ｢親
が仕上げ磨き｣ と回答し
た割合

72.8%
［2021（令和3）

年度］
76.4% 80.0%

ゲートキーパー養成研修
の受講者数 累計受講者数 269人 350人 450人

■指標

■関連する個別計画
･ 健康日本 21 おおはる計画
･ 大治町 ｢生きること｣ の支援計画
･ 大治町新型インフルエンザ等対策行動計画

25　ゲートキーパー：自殺の危険を示すサインに適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支
援につなげ、見守る）を図ることができる人。

（5）こころの健康づくりの推進
　住民がこころの健康に関心を持ち､ 自分のこころの健康状態を知り､ 適切な対応ができるよう､
メンタルヘルスケアの必要性の啓発に努めるとともに､ 関係機関と連携し、相談 ･ 支援体制づくり
を進めます｡
（6）地域における医療連携の充実

　住民が必要なときに適切な医療を受けられるよう､ 保健所や医療機関などと連携しながら､ 救急
医療体制などの充実に努めるとともに､ 適切な受診を啓発します｡
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施策3− 3　高齢者福祉の推進

　高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるよう､ 生きがいづくりの機会や､ ｢医療」
｢介護｣ ｢予防｣ ｢住まい｣ ｢生活支援｣ のサービスが切れ目なく一体的に提供される地域包括ケア
システムの深化 ･ 推進に努めています｡ 今後も､ 高齢者を見守り支え合える地域づくりとともに､
持続可能な介護保険制度の運営､ 福祉サービスなどの各種施策の充実に努めていくことが必要です。
　また､ 高齢化の進展により､ 認知症高齢者の増加が懸念されており､ 認知症による徘徊や虐待､
その他異変への見守り活動の充実を図るため協定の締結を行っていますが､ 今後､ 認知症高齢者
や高齢者世帯へのさらなる支援が必要です｡

　健診 ･ 保健指導や医療､ 介護に関するデータを活用した介護予防事業を進め､ 高齢者のフレイ
ル予防や疾病予防､ 認知症対策､ 生活機能維持を図ります｡
　また､ シルバー人材センターなどを支援し､ 高齢者の社会参加を促進し､ 住み慣れた地域で自分
らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるまちを目指します｡

（1）地域包括ケアシステムの深化 ･推進
　地域包括ケアの中核機関である地域包括支援センターの機能強化に努め､ 高齢者がいる世帯へ
の総合的な支援の充実を図ります｡
　また､ 保健や医療､ 介護の連携による切れ目のないサービスや､ 介護予防､ 認知症施策などを
通じて､ 支援を必要とする高齢者が､ いつまでも住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう､
連携強化を図ります｡

（2）総合的な介護予防の推進
　人生 100 年時代を迎え､ いつまでも住み慣れた地域で活き活きと暮らせるよう､ 認知症やフレイ
ルに焦点をあてた認知症予防事業を進めます｡
　また､ 高齢者が認知症予防を意識し､ 自主的な活動に繋がるよう生きがいづくり事業を進めます。

（3）介護サービスの充実 ･適正化
　支援が必要になったときに適切な介護サービスを利用できるように､ 介護保険制度や福祉サービ
スの周知に努めます｡
　また､ サービス事業者への適正な指導や､ 要支援 ･ 要介護認定､ 介護サービスの提供の適正化
を進めます｡

（4）認知症対策の推進
　認知症高齢者の見守り体制を強化するとともに､ 認知症の早期発見 ･ 早期介入､ 介護家族の支
援など､ 認知症施策の充実を図ります｡
　また､認知症への地域の理解を深め､成年後見制度への理解と利用を促進するなど､認知症になっ
ても地域で安心して生活できる環境づくりに努めます｡

現状と課題

10年後に向けた方針

施策の展開
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事業名 説明

はるちゃんイキイキ大作戦

自分らしく生きがいのある生活を送れるよう支援します｡  
･ 認知症予防教室や健康づくり教室の開催
･ 健康診査結果を活用した保健 ･ 医療 ･ 介護連携による生活習慣改善指導
や認知症予防への支援の実施

･ 仮称 ｢はるちゃんイキイキ大学｣ の開校 など

高齢者見守り支援事業 民生委員によるひとり暮らし高齢者実態調査や､ 民間企業との見守り協
定､ 高齢者見守りラベル ･ シール交付事業などを進めます｡

健康公園整備事業 高齢者の健康増進を図るため､ 健康公園を整備します｡

■主な事業

指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

65 歳以上に占める要支
援 ･ 要介護認定者数の
割合

4 月 1 日現在の要支援 ･
要介護認定者数の割合 16.5% 20.3%以下 24.5%以下

認知症サポーター養成講
座受講者数 累計受講者数

3,347人
［2021（令和3）

年度］
4,000人 4,500人

【お年寄りが､ 地元で､
日常生活上の不便を感じ
ずに､ 暮らすことができ
ている】と感じている人
の割合

住民意識調査の結果（満
足している ･ やや満足し
ている）による割合

18.5% ⤴ ⤴

■指標

■関連する個別計画
･ 大治町老人福祉計画 ･ 介護保険事業計画

（5）シニア世代の活動支援
　高齢者が働くことを通じて生きがいを得るとともに､ 地域社会の活性化に貢献するため､ シルバー
人材センターの活動を周知し､ 高齢者の就業機会の支援に努めます｡
　また､ 高齢者が地域で仲間づくりや生きがいづくりができるよう､ 老人クラブの活動を支援します｡
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施策3− 4　障がい者福祉の推進

　人口の増加や高齢化により､ 障がい者（児）は年々増加し､ 障害福祉サービスや障害児通所支
援の利用者も増加しています｡ サービス事業者は数 ･ 事業内容共に充実してきており､ 特に就労を
望む障がい者が増加しています｡ そのため､ 本町とあま市で設置している海部東部障害者総合支援
協議会の中で就労支援事業所交流会を行い､ 事業所との連携を行っているほか､ 障がい者のため
の ｢はたらく情報発信フェア｣ を行い､ 本町 ･ あま市の就労支援事業所の紹介を行っています｡
　また､ 発達障がいを含めた障がい児支援のニーズが高いため､ 今後､ ライフステージに合わせた
支援がスムーズに行われるよう､ 保育園､ 幼稚園､ 学校､ 相談支援事業所､ サービス事業所など
と情報共有を行い､ 連携した支援を行っていく必要があります｡

　障がいのある方一人ひとりのライフスタイルにあわせ､ 多様化するニーズにあった支援を行うた
め､ 福祉サービスの改善､ 関係機関や事業所間の連携の強化に努めます｡
　また､ 障がいのある方も地域の中で自立して暮らしていくことができるよう､ 地域共生社会の実
現を目指します｡

（1）相談支援体制の充実
　障がいのある方が安心して地域での社会生活を送ることができるよう､ 情報の提供を行うととも
に、多様化する相談に対応するため関係機関との連携に努めます｡
　また､ 医療的ケア児とその家族への支援として､ 総合的な支援体制の構築に向けて､ 関連分野
の支援を調整するコーディネーターとして養成された相談支援専門員などの配置を行います｡

（2）障がい者（児）の自立と社会参加の促進
　お互いの個性を認め､ 区別なく共に生きる社会を目指すため､ 障がいのある方への理解を深める
活動を充実させます｡
　また､ 障がいのある方が自立した日常生活を送れるよう､ 障害福祉サービスなどの支援の充実を
図るとともに､ 特別支援学校や就労を支援する事業所と協力し､ 社会参加を促進します｡

（3）地域生活への移行支援
　障がいのある方が住み慣れた地域で自立した生活ができるよう､ 入所施設やグループホームなど
と連携を図りながら､ サービス提供体制の整備を進め､ 地域生活への移行を図っていきます｡

（4）情報バリアフリー化の推進
　従来のバリアフリーの考え方に加え､ ICT の進展により生じるバリア（障壁）をなくし､ 全ての
人が必要な時に必要な情報を適切に取得できるような環境づくりに努めます｡

現状と課題

10年後に向けた方針

施策の展開
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事業名 説明

相談支援事業 障がい者（児）の保護者などが気軽に相談できる場所の充実に努めます｡

障害福祉サービス（共同生活援助）必要に応じて障がい者のグループホーム利用を促し､ 安心して暮らせる
場を確保し､ 自立を促進します｡

障害児通所支援事業 関係課と連携を図りながら､ 各種サービスの支援､ プラン作成につなげ､
障がいの早期発見 ･ 療育に努めます｡

日常生活用具給付事業 日常生活用具を支給し､ 障がい者を支援します｡

地域生活支援拠点事業 障がい者（児）の親亡き後を見据え､ 居住支援のための機能を整備し､
障がい者の生活を地域全体で支えるサービスの提供体制に努めます｡

海部東部障害者総合支援協議会運
営事業

本町とあま市で地域の関係機関によるネットワークを構築し､ 地域での
課題の認識を共有し､ 解決に向けて連携した事業を行います｡

■主な事業

指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

施設入所者数 3 月 31 日 現 在 の 入 所
者数

9人
［2021（令和3）

年度］
8人以下 8人以下

グループホーム事業所数 3 月 31 日 現 在 の 事 業
所数

4事業所
［2021（令和3）

年度］
6事業所 7事業所

【障がい者が､ 公的制度
だけでなく､ 周りや地
域の人の協力を得なが
ら、暮らすことができ
ている】と感じている
人の割合

住民意識調査の結果（満
足している ･ やや満足し
ている）による割合

12.8% ⤴ ⤴

一般就労への移行者数 年間の移行者数
4人

［2021（令和3）
年度］

5人 6人

地域の相談支援事業所に
おける勉強会の開催回数 年間の開催回数

5回
［2021（令和3）

年度］
12回 12回

医療的ケア児コーディ
ネーターの配置人数 4 月 1 日現在の人数 4人 5人 6人

■指標

■関連する個別計画
･ 大治町障害者計画
･ 大治町障害福祉計画 ･ 大治町障害児福祉計画
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施策3− 5　社会保障の充実

　社会保障は､ 病気や障がい､ 介護､ 失業など生涯にわたる生活上の不安に幅広く対応するもの
として､ 安心と安定した日常生活を送るうえで不可欠なものとなっています｡ 本町の医療費は県の
平均値を下回り､ 1 人あたり医療費の少ない市町村となっています｡
　一方､ 新薬の開発や医療技術の発達により､ 年々医療費が増大し､ 財政が厳しい状況にあり､
適正な使用へのさらなる啓発が必要です｡
　また､ 医療費増加の要因である生活習慣病の予防のために､ 被保険者の健康づくりを目的に健
診事業を実施していますが､ 40 〜 50 歳代の健診受診率が低く､ 効果が薄い状況にあるため､ 保
健指導に重点を置く違う角度からのアプローチも必要となっています｡
　国民年金制度は､ 安定した暮らしを支えるうえで重要な制度です｡ しかし､ 若年層を中心に制度
の趣旨が十分に理解されていないことから､ 未加入や未納により老後などの生活が不安定にならな
いように努める必要があります｡

　健康事業と医療費との分析､ データヘルス計画の実施や検証を進めるとともに､ 愛知県国民健
康保険運営方針に沿った国民健康保険事業計画に基づき､ 各種施策を強力に進め､ 社会保障の充
実を図ります｡

（1）保健事業 ･国民健康保険の充実
　被保険者を対象とした各種保健事業を進め､ 健康の増進と医療費の適正化を図ります｡
　また､ 国民健康保険制度の周知､ 収納率の向上などに努め､ 安定した運営を図ります｡

（2）後期高齢者医療保険 ･福祉医療事業の充実
　後期高齢者医療制度の周知と保険料の徴収 ･ 確保に努めるほか､ 各種保健事業を進め､ 健康寿
命の延伸に努めます｡
　また､ 福祉医療制度の周知に取り組み､ 適切な医療の確保に努めます｡

（3）国民年金への理解と加入促進
　国民年金制度への理解を深め適切に受給できるよう､ 関係機関と連携し､ さまざまな機会を通じ
て制度の周知に努め､ 相談体制の充実を図ります｡
　また､ 国民年金制度の安定のため､ 未加入者の加入促進と保険料納付の案内 ･ 勧奨に努めます。

事業名 説明

保健事業（医療費適正化）
特定健康診査､ 医療費適正化対策､ 生活習慣病の重症化予防､ データヘ
ルス計画などの取組を進めることで､ 被保険者の健康保持増進や生活の
質の向上､ 医療費の削減による財政運営の健全化を図ります｡

福祉医療事業 子ども医療や精神障害者医療などの福祉医療制度のさらなる充実に努め
ます｡

■主な事業

現状と課題

10年後に向けた方針
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指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

国民健康保険被保険者 1
人あたり医療費の対県内
市町村比率

療養諸費費用額におけ
る県内市町村平均値を
100% とした比較値

88.9%
［2020（令和2）

年度］
88%以下 88%以下

特定健康診査の受診率
大治町国民健康保険特
定健康診査等実施計画
による

26.6%
［2020（令和2）

年度］
35% 40%

特定保健指導の終了率
大治町国民健康保険特
定健康診査等実施計画
による

77.2%
［2020（令和2）

年度］
80% 80%

■指標

■関連する個別計画
･ 大治町国民健康保険特定健康診査等実施計画
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施策3− 6　生涯学習の推進

　生涯にわたって心豊かに過ごすため､ 自由に学ぶことができ､ 学んだことを活かすことのできる
場が求められています｡ 本町では､ 多様化する住民ニーズの把握に努め､ さまざまな世代に生涯
学習講座を実施していますが､ 20 〜 50 歳代の利用が少ないのが現状です｡ 長寿社会の中､ より
広い層に向けて住民のさまざまな ｢学び｣ の欲求に応えられるよう､ 学びたい時に場所を選ばず学
ぶ事ができるような学習機会を提供していく必要があります｡
　地域の貴重な歴史的財産である文化財を後世に伝え遺していくために、保存・保護・啓発に努
める必要があります。本町では、文化財指定前の重要な文化の保護を目的とした郷土文化認定制
度を新設し、これまでに 2 件認定しました。

　今後も変化していく住民ニーズに応じ､ より有意義な生涯学習の拠点として公民館を利用しても
らえるよう､ 住民が生涯にわたり継続できかつ教養に繋がる実用的な講座の充実に努めます｡ また、
インターネットを活用し､ 学習形態の多様化を図り､ 若者を含む幅広い層が知識や経験を地域や学
校で活かすことができるように､ 関係機関と連携し､ 人材の発掘 ･ 育成 ･ 活躍の場の創出に努めます｡
　また､ 図書室では､ 多種多様な住民ニーズの把握に努めながら､ 時代に即した利用環境の整備
に努めます｡
　後世に引き継ぐべき大切な財産である文化財を適切に保存 ･ 保護するとともに､ 住民がより身近
に郷土の歴史や文化財を感じられるような機会を提供し､ 地域への誇りや郷土愛の醸成を図ります。

（1）生涯学習講座の充実
　学習機会の充実と学習意欲の向上を図るため､ 継続的な生涯学習の場を提供するとともに､ 学
習内容の質の向上に努めます｡
　また､ 生涯学習を支える指導者を発掘し､ 住民それぞれが学んだ知識や技術を活かすことができ
るよう活躍の場の創出に取り組みます｡

（2）社会教育施設の有効活用
　住民が気軽に利用できるように施設の有効活用を促進するとともに､ 計画的な施設改修 ･ 修繕に
努めて利便性の向上を図ります｡

（3）図書室の充実
　定期的に新刊書を整備し､ 相互貸借制度の活用を促進するとともに､ デジタル化を進めます｡
　また､ 子どもから大人まで本に親しみ、本と共にある心豊かな生活を目指す ｢大治読書の日 25｣
を広く PR し､ 住民の主体的な学習や読書活動を支援することにより､ 住民に身近な図書室の充実
を図ります｡

25　大治読書の日：毎年 11 月の第１土曜日・日曜日。

現状と課題

10年後に向けた方針
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事業名 説明

公民館事業 継続的な生涯学習講座の実施のほか､ 住民参加型イベントの開催など､
公民館事業の充実を図ります｡

町史編さん事業
1979（昭和 54）年の刊行に続く､ 新たな大治町史を刊行し､ 郷土の歴
史を後世に正しく伝え､ 地域への理解と郷土愛を深めていくことに努め
ます｡

文化財保護事業 文化 ･ 歴史への関心を高め､ 地域の重要な歴史財産として､ 後世に伝え
遺していきます｡

■主な事業

指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

【生涯学習の推進】に満
足と感じている人の割合

住民意識調査の結果（満
足している ･ やや満足し
ている）による割合

15.7% ⤴ ⤴

文化 ･ 歴史に関する情報
発信の回数 年間の情報発信回数 0回 3回 6回

■指標

■関連する個別計画
･ 大治町教育大綱 
･ 大治町公民館長寿命化計画

（4）文化 ･歴史への関心を高める意識啓発
　歴史講座や企画展､ 町内文化財の見学会などにより文化財に親しむ機会を充実させ､ 文化財保
護に関する啓発や情報発信をしつつ､ 文化財愛護意識の高揚に努めます｡
　新たな大治町史を刊行し､ 住民が文化歴史に関心をもち､ 地域への理解と郷土愛を深められる
よう､ 本町の歴史を学ぶ場の提供を図ります｡

（5）文化財の保護 ･活用と伝統文化の継承
　本町指定文化財の保護や､ 郷土文化認定制度による新たな文化財の発掘や保護をし､ 活用を図
ります｡
　また､ 地域に残る伝統文化を継承し､ 後世に伝えていくため､ 伝統文化に触れる機会を提供します｡
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施策3− 7　スポーツ活動の推進

　スポーツセンターの利用者数やイベント数は､ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により施設
の利用制限などを設けたことで減少しました｡ しかし､ 今後スポーツ活動が活発になることで､ 安
心して施設利用できるよう体育施設などの整備 ･ 充実を行うと同時に地域住民が日常的にスポーツ
に触れる機会を創出することが求められるため､ 多角的な施策が必要になります｡

　スポーツへの関心や理解を深めていくために､ 誰もが身近な場所でスポーツに親しみ､ 楽しみな
がら､ 生涯を通じてスポーツに取り組むことができる場の提供と地域スポーツ活動の充実を図ると
ともに､ 多様化するスポーツを取り巻く環境の変化に順応していきます｡

（1）スポーツ活動の推進
　スポーツには多様な種目があり､ 楽しみ方もさまざまです｡ 子どもや高齢者など全ての人たちが
楽しめるよう､ スポーツ推進委員､ スポーツ協会､ 総合型地域スポーツクラブなどと協働し､ スポー
ツ教室やスポーツレクリエーションの充実に努めます｡

（2）スポーツ環境などの整備
　住民が身近な場所で､ 安全に多くの種目のスポーツが楽しめるように計画的に施設などの整備 ･
充実に努めます｡
　また､ 既存施設の有効活用として､ スポーツセンター温水プール跡地の利活用を検討します｡

（3）スポーツ団体などの支援と充実
　スポーツ協会､ スポーツ少年団などの各種団体と連携し､ 地域スポーツ活動を支援する体制を整
えます｡

（4）スポーツについての情報発信
　住民が生涯を通じて､ 健康的に日常生活を送るために身体を動かす機会づくりとなるスポーツ教
室などの情報発信を進めます｡

事業名 説明

生涯スポーツ振興事業 スポーツ教室やスポーツレクリエーションの充実､ 地域スポーツ活動の
支援を行い､ 本町の特性や資源を活かしたスポーツ活動を進めます｡

スポーツセンター管理運営事業

個別施設計画に沿って､ 修繕を計画 ･ 実施し､ 施設の長寿命化を図ると
ともに､ 積極的な施設の利活用など､ 住民のスポーツの場を整備します｡

学校スポーツ開放施設管理事業

野球場管理事業

多目的スポーツ広場管理事業

■主な事業

現状と課題

10年後に向けた方針

施策の展開
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指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

スポーツ講座開講数 年間の講座開講数 32講座 50講座 55講座

スポーツ少年団の団員
数、スポーツ協会の会
員数

4 月 1 日現在の団員数と
会員数の合計 728人 730人 730人

スポーツセンター利用
者数 年間の延べ利用者数

38,965人
［2021（令和3）

年度］
104,000人 105,000人

■指標

■関連する個別計画
･ 大治町長寿命化個別施設計画（大治町スポーツセンター）
･ 大治町長寿命化個別施設計画（スポーツ課管理施設）

スポーツセンター
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施策4− 1　環境保全の推進

　環境問題は､ 地域的なものから地球環境問題まで広範に及び､ その原因のほとんどは経済活動
に起因しています｡ 本町では､ 騒音や振動､ 悪臭などの公害問題は､ 発生の都度､ 速やかに対応
していますが､ 特に問題となっている不法投棄には､ 適切な分別の指導や啓発を行っています｡ 今
後も引き続き､ その取組への意識を高めていくことが必要です｡
　また近年では､ 自然界に破棄されたプラスチックごみが環境を汚染し生態系に多大な影響を及ぼ
しており､ 対策が求められます｡
　本町では､ 太陽光発電設備などの設置を促進しているほか､ 庁内でも環境への意識啓発を行っ
ています｡ 2050（令和 32）年カーボンニュートラルに向けて､ 環境配慮への意識を高めるととも
に､ 省エネ ･ 創エネの取組が求められます｡

　環境にやさしいまちとして､ 環境への意識の高揚､ 啓発を進めていくとともに､ 環境負荷の少な
い循環型社会を目指します｡

（1）住環境の保全
　騒音や振動､ 悪臭などの公害問題や不法投棄の解決に向けた対応を図っていくとともに､ 空き地
の適正な保全を図ります｡

（2）自然環境への配慮
　住宅への太陽光発電設備などの導入支援を図るほか､ ごみの減量化や省エネルギー ･ 省資源化、
省エネ活動などの環境へ配慮した行動を促します｡
　また､ 大治町エコオフィスプランに基づき、行政が率先して電気､ 水､ ガソリンなどの節約をす
るとともに､ 計画的に省エネ効果の高い機器などの導入を進めます｡

（3）環境学習の推進
　住民との協働を図るため､ 環境学習の機会を提供します｡

共存
〜環境を思いやり快適で活気があるまち〜
環境・基盤整備・産業

基本目標4

現状と課題

10年後に向けた方針

施策の展開
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事業名 説明

環境保全事業 公害問題や不法投棄､ 害虫の駆除への対応を図り､ 空き地の指導を行う
ことにより､ 快適な環境を保全します｡

■主な事業

指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

環境学習などの事業件数 年間の住民対象の環境学
習などの事業件数 1件 1件 1件

【環境保全の推進】に満
足と感じている人の割合

住民意識調査の結果（満
足している ･ やや満足し
ている）による割合

17.9% ⤴ ⤴

■指標

■関連する個別計画
･ 大治町エコオフィスプラン

資源物回収拠点「MOTTAINAI」
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施策4− 2　ごみの減量・リサイクルの推進

　本町では､ 役場前に資源回収拠点を設置することで資源回収を進めているほか､ 資源物回収日
に町内各ごみ集積場巡回による分別指導などの啓発を通じ､ 住民へ広くごみの減量､ リサイクル化
を呼びかけています｡
　また､ 一般廃棄物処理基本計画に基づき､ 適切な廃棄物の処理を行っているところです｡
　今後､ さらなる啓発が必要であり､ 特にごみの減量は､ 排出の段階から抑制が必要です｡

　関係機関と連携しながらごみの減量､ リサイクルへの啓発を進めるほか､ 適切な廃棄物処理を進
めます｡

（1）ごみの減量化
　ごみの分別を徹底し､ 資源物の再資源化を進め､ ごみの減量化に努めます｡

（2）住民への意識啓発
　ごみの収集日の周知やごみの減量､ リサイクルへの啓発を進めます｡

（3）地域 ･家庭におけるごみ減量活動の推進
　啓発活動により､ 家庭や事業所でのごみの発生抑制､ 減量に取り組みます｡

事業名 説明

ごみの減量 ･ リサイクル推進事業 ごみの減量､ リサイクルへの啓発を進めます｡

■主な事業

指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

ごみ排出量
家庭より排出される 1
人 1 日当たりのごみの
排出量

520g
［2021（令和3）

年度］
515g 510g

資源分別量 資源となる年間排出量
698t

［2021（令和3）
年度］

699t 703t

■指標

■関連する個別計画
･ 大治町一般廃棄物処理基本計画
･ 大治町分別収集計画

現状と課題

10年後に向けた方針

施策の展開
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施策4− 3　住環境の整備

　本町の持続可能な発展のため､ 2021（令和 3）年 3 月には､ 都市計画マスタープランと緑の基
本計画を一体で策定し､ 住環境の整備を進めています｡
　公園や緑地は､ 住民の憩いの場であるとともに､ 快適な生活を実現するうえで必要不可欠なもの
であり､ 現在､ 砂子防災公園の整備を進めています｡
　下水道は､ 周知や啓発活動による普及に努めています｡
　今後､ 計画的な土地利用と､ さらなる住環境の整備を図ることが大切です｡

　本町の強みである大都市近郊の住宅地として､ その魅力を高めるような土地利用の促進を図ると
ともに､ 公園や下水道の整備を進めます｡

（1）土地利用の検討
　大治町都市計画マスタープランに基づき､ 都市づくりを進めていきます｡
　また､ 町内の暫定用途地域の解消､ 低未利用地の有効利用の促進を図ります｡

（2）公園の整備 ･維持管理
　大治町緑の基本計画に基づき､ 砂子防災公園を住民の憩いの場として整備を進めるほか､ 既存
の公園の適切な維持管理に努めます｡

（3）下水道施設の整備 ･維持管理
　効果的な下水道施設の整備を行い､ 引き続き下水道が使用できるエリアを拡大するとともに､ 適
切な維持管理に努め､ 快適で住みよい生活環境整備を進めます｡

事業名 説明

砂子防災公園整備事業 住民の憩いの場として整備を進めます｡

下水道事業 下水道の普及を進めることにより､ 衛生的で快適な暮らしを実現し､ 良
好な環境を創造する｡

■主な事業

現状と課題

10年後に向けた方針

施策の展開
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指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

【住環境の整備】に満足
と感じている住民の割合

住民意識調査の結果（満
足している ･ やや満足し
ている）による割合

21.9% ⤴ ⤴

都市公園等の施設として
整備すべき緑地面積

大治町緑の基本計画に
よる

20.89ha
［2020（令和2）

年度］
21.89ha

22.40ha
［2030（令和12）

年度］

下水道普及率 全人口のうち下水道が利
用できる人口の割合

21.7%
［2021（令和3）

年度］
28% 33%

■指標

■関連する個別計画
･ 大治町都市計画マスタープラン 
･ 大治町緑の基本計画
･ 大治町ストックマネジメント計画
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施策4− 4　道路の整備

　本町の道路は､ 計画的な整備や老朽化した道路の修繕や補修が求められています｡
　今後､ 道路の整備にあたっては､ 地域住民の意向や交通需要､ 財政状況などを総合的に検証し
ながら進めることが必要です｡
　また､ 老朽化橋梁を保全するため大治町橋梁長寿命化修繕計画に基づく計画的な維持管理が必
要です｡

　将来のさらなる高齢化を見据え､ 安全で安心して暮らせるまちづくり､ 便利で暮らしやすいまち
づくりの実現のため､ 都市計画道路の早期整備により道路交通ネットワークの充実を図るとともに､
安全で快適な道路環境の整備を図ります｡

（1）都市計画道路の整備
　計画的に都市計画道路の整備を進めます｡

（2）生活道路の整備
　地域住民の意向を踏まえ､ 道路の修繕や補修を計画的に進めます｡

（3）広域幹線道路の整備
　名古屋津島線バイパスの早期全線開通など広域幹線道路の整備を関係機関に要望していきます｡

事業名 説明

都市計画道路整備事業 町内の交通の利便性向上のため､ 都市計画道路の整備を進めます｡

道路維持管理事業 側溝や舗装の補修､ 修繕を行うことで､ 生活道路の整備を図ります｡

■主な事業

指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

【道路の整備】に満足と
感じている人の割合

住民意識調査の結果（満
足している ･ やや満足し
ている）による割合

21.4% ⤴ ⤴

舗装修繕面積 年間の舗装修繕面積 400㎡ 400㎡ 400㎡

■指標

■関連する個別計画
･ 大治町都市計画マスタープラン
･ 大治町橋梁長寿命化修繕計画

現状と課題

10年後に向けた方針

施策の展開
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施策4− 5　河川の整備

　町内には､ 一級河川庄内川や二級河川福田川などの河川があり､ 町民の生活､ 経済活動が停滞
することがないよう､ 災害に強い河川の整備と維持管理を行う必要があります｡
　これまで､ 排水量の確保のため河川と水路の浚渫を行うとともに、水路の改修やフェンスの修繕
を行っていますが､ 今後も継続的な取組が必要です｡

　国や県が管理する河川は､ 関係機関に要望し､ 河川の改修事業や維持管理を促進します｡
　また､ 町が管理する河川は､ 計画的な維持管理により治水の安全性の向上を図ります｡

（1）関係機関との連携
　国や県が管理する河川は､ 河床掘削や護岸工事などの改修を､ 各河川の流域にある自治体と連
携しつつ､ 要望していきます｡

（2）河川の維持管理
　町が管理する河川と水路の浚渫や整備､ 改修を地域住民の意向を踏まえ､ 計画的に進めます｡

事業名 説明

河川維持管理事業 河川と水路の浚渫や整備､ 改修を行うことで､ 排水量の確保や美化を図
ります｡

■主な事業

指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

【河川の整備】に満足と
感じている人の割合

住民意識調査の結果（満
足している ･ やや満足し
ている）による割合

18.4% ⤴ ⤴

河川､ 水路の浚渫量 年間の浚渫量 190㎥ 190㎥ 190㎥

■指標

■関連する個別計画
･ 大治町都市計画マスタープラン

現状と課題

10年後に向けた方針

施策の展開
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施策4− 6　産業の活性化

　全国的には人口減少に伴う生産年齢人口の減少により､ 事業の維持や拡大のための人材の確保
が困難になっている状況にあります｡ その一方､ 国が推奨するキャッシュレス社会への対応も求め
られています｡
　本町でも､ 後継者などがいない場合､ 事業承継が困難になるケースも少なくありません｡ 事業承
継が行われず､ 廃業する店舗や事業所が増加し空き店舗などが増えると､ 住民の生活の利便性が
損なわれるなど､ 地域の活力の維持に大きな影響を与えます｡
　本町の商工業事業者の大半を占める小規模事業者が､ しっかりとした商いができるよう､ 商工会
と連携しながら活気あるまちづくりを行っていく必要があります｡
　農業では､ 後継者の減少への対策や農業基盤の維持管理が求められます｡

　中小企業や小規模事業者が抱える課題に適切に対応できるよう､ 商工会と連携していきます｡
　また､ 都市型農業に対応した農業のあり方を考えていくとともに､ 大治町農業振興会への支援を
通じ､ 農業の振興を図ります｡

（1）商工業の振興
　商工会を補助し､ 経営支援や事業承継､ 起業 ･ 創業支援などの事業支援を行い､ また小規模企
業等振興資金融資の信用保証料を一部補助することで､ 町内事業所の活性化や商業振興を図ります｡

（2）農業の振興
　都市型農業の特性を活かした農業のあり方を考えるとともに､ 農業者団体である大治町農業振興
会への支援を通じ､ 魅力ある地域農業を目指します｡

現状と課題

10年後に向けた方針

施策の展開
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事業名 説明

商工会補助事業 商工会の活動を補助します｡

小規模事業指導費補助事業 商工会が行う小規模事業者への支援を補助します｡

大治町小規模企業等振興資金融資
信用保証料補助事業

愛知県信用保証協会の信用保証で､ 小規模企業等振興資金通常 ･ 小口融
資を受ける事業者が自己負担する信用保証料を､ 返済期間に応じて補助
します｡
　返済期間　補助率
　3 年以内　50%
　3 年超　　30%

農業振興事務事業
農家相互の協調や連帯感を深めるとともに､ 地域農業の振興を図るため､
各地域の実行組合長を委嘱し､ 町農業行政や組合員相互の連携や調整を
図ります｡

農業者団体育成事業

地域農業の発展と生産力の向上を図るために組織されている大治町農業
振興会を通じて､ 新種子の研究やフェロモントラップで害虫を誘引捕獲
することにより､ 病害虫の発生状況の把握や防除に適した予測などを行っ
ている農業者団体の活動を支援します｡

農業用施設管理事業 安定的な営農を図るため､ 水門などの農業用施設の維持管理を行うととも
に､ 福田川排水対策協議会など各種協議会の土地改良事業を促進します｡

■主な事業

指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

【産業の活性化】に満足
と感じている人の割合

住民意識調査の結果（満
足している ･ やや満足し
ている）による割合

12.3% ⤴ ⤴

法人事業所数 7 月 1 日現在の商工会登
録数 232法人 232法人 232法人

個人事業所数 7 月 1 日現在の商工会登
録数 428事業所 428事業所 428事業所

■指標
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特産品 赤しそ



82

施策5− 1　住民参画・連携の促進

　これまで､ 地区総代や町内会､ 小学校区地区コミュニティ推進協議会などが中心となり､ 地域住
民の創意工夫がなされた地域コミュニティ活動が行われてきました｡ しかし､ 住民のライフスタイ
ルの変容による地域のつながりの希薄化や､ 新型コロナウイルス感染症の影響による活動の自粛に
より､ 活動の担い手不足や高齢化による組織の弱体化が危惧されます｡
　今後､ 地域共生社会の実現に向けた持続可能なまちづくりを進めていくうえで､ 互いに助け合い、
支え合う地域コミュニティの役割は不可欠であることから､ 住民一人ひとりが地域社会に関心を持
ち、地域社会が抱える課題の解決に向けて自発的に取り組むことができる仕組みづくりが必要です。
　また､ まちづくりに関して､ 住民アンケートやパブリックコメントの実施などにより､ 住民の意見
を取り入れていますが､ 今後はさらなる住民参画の機会を増やしていくことが重要です｡

　住民､ 地域団体､ 事業者､ 行政がそれぞれの主体性と自主性を尊重しつつ連携し､ 本町をより
良くしていくために協働するパートナーシップによる住民参加型のまちづくりを目指します｡
　また､ 地域社会の課題や情報を行政だけでなく住民や地域団体､ 事業者などと共有し､ 地域に
密接に関わり合いながら､ 各主体が役割を持って共にまちをつくる体制を整備します｡

（1）住民協働のまちづくり
　まちづくりに欠かせない住民や地域団体などのニーズを把握するため、タウンミーティングの開
催や､ 定期的な住民意識調査の実施など､ 多様な主体がまちづくりに参画できる機会の確保に努
めます｡

（2）地域コミュニティ活動の活性化
　住民や地域団体などによる共通課題の解決への活動に対して、専門的な研修や担い手づくりなど
総合的な支援に努めます｡

（3）NPO･ボランティア活動への支援
　NPO･ ボランティア団体などの活動を促進するため､新規団体の設立や活動への支援をするほか、
活動内容などを住民に広く周知する場を提供し､ 活動への理解を深めることで､ 住民の自主的な参
加を促します｡

共創
〜つどい考え、未来へつなげるまち〜
協働・行財政

基本目標5

現状と課題

10年後に向けた方針

施策の展開
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事業名 説明

まちづくり推進事業 タウンミーティングの開催により､ 多様な主体がまちづくりに参画でき
る機会を提供します｡

コミュニティ団体運営費補助事業 地域の自主的な活動に対し､ 補助金を交付することで､ 地域コミュニティ
活動の活性化を目指します｡

■主な事業

指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

タウンミーティングの開
催回数 年間の開催回数 未実施 3回 3回

【地域を良くし､ 守ってい
く活動や組織に､ 在住歴
や年齢に関わらず多くの
住民が参加している】と
感じている人の割合

住民意識調査の結果（満
足している ･ やや満足し
ている）による割合

11.1% ⤴ ⤴

ボランティア登録団体数 4 月 1 日現在の登録団
体数 38団体 39団体 40団体

■指標
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施策5− 2　多様な住民社会の実現

　住民一人ひとりの個性と多様性を尊重し､ 年齢､ 性別､ 国籍に関わらず､ 誰もがその人らしく生
活することができるような社会の実現が求められています｡
　本町でも､ 男女共同参画社会や多文化共生の実現への取組を進めてきたところですが､ 今後もま
すます多様化する価値観に対応するべく､ 明るく住み良い地域社会の実現への施策を進めていく必
要があります｡

　子どもから高齢者まで多世代にわたり交流することができる環境を整備し､ 誰もが活躍できる場
を提供していくほか､ 男女共同参画事業や多文化共生事業を引き続き進めていくことにより､ 多様
な住民社会の実現を図ります｡

（1）多世代交流事業の推進
　子どもから高齢者まで世代を超えた交流の拠点となる多世代交流センターを整備し､住民の福祉、
健康の増進や文化活動の活性化を図ります｡

（2）男女共同参画の啓発活動の推進
　性別にとらわれず､ 誰もが互いの個性や能力を尊重し合い､ 社会参画できる環境づくりのため､
各種啓発活動を実施します｡
　また､ 男女が安心して健やかに暮らせるよう､ ドメスティックバイオレンス（DV）などの暴力や
差別的行為の根絶への啓発を実施します｡
　さらに､ 職員に男女共同参画に関するセミナーや研修などの情報を共有し､ 知識の向上に努めます｡

（3）多文化共生社会の実現
　国籍や民族などの異なる人々が､ 互いの文化､ 習慣､ 価値観の違いへの理解と認識を深め､ 外
国人住民が地域の一員として生活していくための情報提供に努めることにより､ 共に地域を支え合
う多文化共生社会の実現を図ります｡

事業名 説明

多世代交流事業 多世代交流センターを整備し､ 子どもから高齢者まで世代を超えた交流
を図ります｡

男女共同参画の啓発事業 男女共同参画の意義の理解を深め､ 固定的な性別役割分担意識にとらわ
れることのないよう､ 啓発活動を進めていきます｡

多文化共生推進事業
国籍や民族などの異なる人々が､ 共に地域を支え合う多文化共生社会の
実現を図るため､ 外国人住民が地域の一員として生活していくための情
報提供に努めます｡

■主な事業

現状と課題

10年後に向けた方針

施策の展開
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指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

多世代交流センター利用
者数 ※基準値、目標値などは 2024（令和 6）年度に設定予定

男女共同参画の啓発に関
するセミナーなどを開催
した回数

年間の開催回数 0回 1回 2回

多文化共生事業に関する
情報提供件数 年間の情報提供件数 0回 5回 10回

■指標
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施策5− 3　開かれた町政運営の推進

　本町は､ 毎月 1 回広報紙を発行し､ 住民に分かりやすい表現を用いて､ 暮らしに関わる情報の
ほか､ 町政の重点施策や制度に関する情報の提供に努めています｡ 本町に関する情報を入手する
手段として多くの住民が広報紙を利用しており､ 今後も住民の意見などを取り入れながら､ どの年
齢層にも分かりやすい紙面づくりが求められています｡
　本町のホームページは､ 迅速な情報発信と住民の視点で分かりやすく､ 必要な情報を探すことが
できる構成とするため､ 2021（令和 3）年に全面リニューアルを行いました｡ これにより､ 災害発
生時などの緊急時にも迅速かつ確実に情報を提供できるようになりましたが、スマートフォンなどモ
バイル端末からのアクセスが増加していることから､ 操作性の向上も念頭に置いて運用していくこと
が求められています｡
　今後は､ 誰でも分かりやすい町政情報の広報に努めるとともに､ SNS など多様な媒体による情
報発信力の強化が必要です｡

　SNS などを活用して､ 町政の情報を効果的に発信し､ 迅速かつ正確に提供するとともに､ 親し
みやすく､ 分かりやすい広報紙やホームページを提供することにより情報発信などに努めます｡

（1）情報発信力の強化
　情報発信に SNS などを活用することで､ 効果的な広報の実施や､ 緊急時にも住民への迅速かつ
正確な情報提供に努めます｡
　また､ 誰でも分かりやすく情報を得ることができる広報に努めます｡

（2）パブリシティ活動の充実
　マスメディアに取り上げられるような話題性の高い情報提供に努め､ パブリシティ活動の充実を
図っていきます｡

（3）まちの魅力向上 ･発信
　新たなまちの魅力の発掘を進めながら､ SNS などを活用し､ 情報を発信することにより町の活性
化を図ります｡

（4）充実した議会情報の発信
　SNS などで議会情報を発信することにより､ 議会の活動が住民から理解と関心が得られるよう努
めます｡

（5）積極的なSDGsの推進
　｢こどもから SDGs おおはるからはじめよう SDGs｣ をスローガンに､ 住民や事業所、関係機関
と連携しながら積極的に SDGs を進めていきます｡

現状と課題

10年後に向けた方針

施策の展開
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事業名 説明

情報発信力強化事業 町政情報を分かりやすく､ 迅速かつ的確に提供することにより､ 住民ニー
ズの多様化に対応します｡

まちの魅力向上 ･ 発信事業 公式 SNS などを活用し､ まちの魅力を定期的に発信することにより､ 町
の活性化を図ります｡

充実した議会情報の発信
ホームページや公式 SNS などにより本会議の録画配信や議事録の公開を
充実させ､ 議会の活動が住民から理解と関心が得られるよう情報の発信
に努めます｡

SDGs 推進事業 積極的に SDGs の発信をすることで､ 住民の SDGs の認知度を上げます｡

■主な事業

指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

公式 SNS への投稿回数 年間の月毎の平均投稿
回数 0回 12回 20回

【大治町に他所の人も来
たくなるような､ 自慢で
きる魅力がある】と感じ
ている人の割合

住民意識調査の結果（満
足している ･ やや満足し
ている）による割合

7.2% ⤴ ⤴

議会動画再生回数
一般質問ごとの議員 1
人当たりの年間平均再生
回数

61回 120回 180回

SDGs に対する認知度 住民意識調査の結果（知っ
ていた）による割合 24.9% ⤴ ⤴

■指標
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施策5− 4　透明性のある健全な行財政の運営

　住民ニーズが多様化､ 高度化する中､ 住民に継続的に行政サービスを行うためには､ 安定的 ･
持続的な財政基盤の確立が必要です｡ 本町では､ 人口の増加に対応するため､ 既存施設の更新
はもとより､ 公園などの公共施設の整備を実施しています｡ 将来的には人口減少や高齢化が進み､
公共施設の在り方や行政サービスのニーズが変化してくることが予測されるため､ 今後､ 財政負担
を軽減 ･ 平準化するとともに､ 次世代へ負担を残さない行財政運営を実施していく必要があります。
　近年､情報通信環境は飛躍的に向上し､住民生活でもインターネットへ手軽につながる環境が整っ
てきています｡ 今やインターネット利用は生活になくてはならないものとなっており､ 本町でも､ 個
人情報・行政情報の適正な管理は当然に行いつつ ICT を利活用し､ 住民の利便性向上と行政事務
の効率化を同時に実現する必要があります｡

　職員一人ひとりが時代の変化や住民ニーズを的確に捉え､ デジタル化のほか､ 経費削減の工夫
と努力を継続し､ 効果的で効率的な行政サービスが提供できるよう取り組みます｡
　また､ 今後の行財政運営は､ 中長期の財政計画の策定を進め､ 災害など予期せぬ事象が発生し
た場合に､ 柔軟でしなやかな対応ができる体制を確立していきます｡

（1）効率的な財政運営
　持続可能な行政経営を行うため､ 将来への負担や収支の見通しを示す財政シミュレーションを盛
り込んだ中長期財政計画を策定し､ 計画的な財政運営を実施します｡
　また､ 公共施設の維持管理にかかる負担を適切にマネジメントするため､ 長期的な視点のもと､
総合的かつ計画的な施設管理を実施します｡
　受益者負担の適正化を図るとともに､ ふるさと納税制度や､ 町有財産の有効活用などにより､ 自
主財源の確保に努めます｡

（2）職員の資質向上
　研修制度や目標管理制度などの整備による体系的な人材育成を行うとともに､ まちづくりに貢献
する職員として必要な能力の開発に努めます｡
　行政内での ICT の活用促進のため､ ICT を活用できる人材を育成します｡

（3）広域行政への対応
　県や近隣市町村と連携し､ 業務の高度化､ 住民サービスの充実に努めます｡

（4）行政のデジタル化の推進
　税金などのキャッシュレス決済の導入や､ 行政手続のオンライン化など､ ICT を利活用すること
により利便性の高い住民サービスの提供を進めるとともに､ 行政事務の効率化を図ります｡
　全ての住民が ICT の利便性を享受できるよう企業などと連携して､ インターネットや情報機器の
操作に関する学習機会を創出するとともに、その活動を支援します。

現状と課題

10年後に向けた方針

施策の展開
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事業名 説明

行財政改革の推進事業 持続可能な町政運営に向けた行財政改革を進めます｡

ふるさと納税制度 寄附者の意向を踏まえ､ まちづくりの各種事業への財源として活用します｡

企業版ふるさと納税 本町の地方創生の取組に企業が寄附を行うもので､ 各種事業の財源とし
て活用します｡

職員育成事業 社会経済情勢の変化や住民ニーズに適切に対応できる広い視野と経営的
視点を持った職員の育成に努めます｡

キャッシュレス決済拡充事業 町税や保険料などのほか､ 窓口での納付書による支払いもキャッシュレ
ス決済を進めていきます｡

行政手続オンライン化事業 役場に来庁せずとも行政手続が完了することを目指し､ 行政手続オンラ
イン化を進めます｡

デジタルデバイド解消 全ての住民が ICT の利便性を享受できるよう､ デジタルデバイド（情報
格差）の解消を進めます｡

DX（デジタルトランスフォーメー
ション）

デジタルの活用による業務改革を行い､ 手続のオンライン化､ 業務の見
直し､ 手続そのものの廃止により､ 住民負担の軽減を図ります｡

■主な事業

指標名 定義・根拠 基準値 中間値 目標値

経常収支比率

自治体財政の硬直化を示
す指標
※一般的に適正水準とい
われる数値 70% 〜 80%

81.7%
［2021（令和3）

年度］
80%以下 80%以下

企業版ふるさと納税によ
る寄附件数 累計寄附件数 未実施 5件 ※中間見直し時

に設定

行政手続オンライン化率
4 月 1 日現在の行政手続
のうちオンライン化した
手続の占める割合

9.0% 75% 90%

■指標

■関連する個別計画
･ 大治町公共施設等総合管理計画
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